
赴任旅費及び研修旅費の支給について

1概要

判事補に任命されると､国家公務員等の旅費に関する法律（以下、 「旅費法」という｡）

に基づき、 （旧）住居から司法研修所(研修）を経て着任するまでの旅費が赴任旅費及び

研修旅費として支給されます。

2赴任旅費及び研修旅費の支給に必要な書類

（1）辞令交付式で提出する書類

赴任旅費等事前調査票（資料(1)）

【留意点】

①必要事項を記入したものを辞令交付式の受付に提出してください。

② 「新住居｣欄について、国設宿舎（省庁別宿舎又は合同宿舎）が指定されていな

い等の理由で詳細な住所が辞令交付式の時点で不明な場合は、分かる範囲で記載

してください（例えば、市区町村等)。

（2）着任後速やかに新任庁に提出する書類

赴任結果連絡票（資料(2) （記載例）参照）

【留意点】

①提出用の赴任結果連絡票は､新任庁で交付されます。

②必要事項を記入したものを、着任後速やかに担当部署に提出してください。

③赴任に伴い転居をしない場合には別紙様式第1を、転居をする場合には別紙様

式第2を提出してください。

④以下の場合には③の赴任結果連絡票と併せて所定の資料を提出してください。
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※1 通常､転入届の「住民となった日」は、実際に新住居に入居した日になりま

す。入居より前の日付を「住民となった日」として届け出る必要がある場合に

転居した職員
I

国設宿舎に入居した職員

転居し、新住居入居前に民間宿泊施

設に宿泊した職員（※4）

航空機を利用した職員(※4，※5）



は、事前に人事局任用課実施係宛てお問い合わせください。

マイナンバーの記載がなく、世帯全員分が登載されたものを提出※2住民票は、

してください（アイナンバーが記載されているものは受領できません艇)・

※3移転料とは、いわゆる引越代金のことです｡別添の「移転料ハンドブック］

及び｢移転料の支給に関するQ&A」を参照してください。内容に疑義がある

場合には、事前に人事局任用課実施係宛てお問い合わせください。 ，

※4職員とともに扶養親族が移転する場合には、扶養親族の領収書等も必要に

なります。 登国旅行 “ ”． 光需.“ …起施.,畠は」片

さい○ .

※5‐マイレージポイント等を使用・加算しないで航空チケットを購入してくだ

さい。LCCや旅行代理店に支払う発券手数料は､航空券購入に際して必然的

に発生する費用であわても、原則として支給されません。

※6領収書の代わりに、購入金額が判明する資料（例:インターネットでの購入

画面を印刷したもの等）でも可能です。

3 その他の留意事項

（1）赴任旅費及び研修旅費は、当該旅行に要した費用が旅費法の規定する旅費として相

当かという観点から計算､､支給されるものです｡そのため､必ずしも実際の旅行に要し

た費用の全額が支給されるものではありません。

（2）新任庁に着任後､赴任旅費及び研修旅費について、SEABISというシステムを利

用して旅費を請求する必要があります｡システムの詳しい操作方法等は着任後､作業マ

ニュアルを御確認ください｡御不明な点は新任庁の旅費担当者に御相談ください。

(3) ．移転料が支給されるためには、転居が「赴任に伴うもの」であると認められる必要が

あります。

例えば､任官予定日以前の､任官予定日に近接していないような時期に転居を行った

場合や、任官後であっても転居が周囲の事情や赴任の実態等からみて赴任に伴うもの

と認められないような場合には、移転料が支給されません。

そのため､任官予定日より10日以上前に転居する場合や､任官予定日後であっても

赴任に伴う転居と認められるか不明な場合には、事前に人事局任用課実施係宛てお問

い合わせください。

、

4 その他

新任庁着任までの問に御不明な点がありましたら、人事局任用課実施係宛てお問い合

わせください。



(資料(1))

熱 赴任旅費等事前調査票
′■‘

嬢

令私 年 月 日作成

、
１
１
１

(以下記入すること）
1－1

□なし （以下記入不要） □あり
1

サ
以下，隼の予定汐妨る方のみ記入ください。

□a・新任判事補研修中は上記②から通所し，研修終了後②から①に移動する6

口b,上記②から司法研修所の寮に入寮し，新任判事補研修期間中， 同寮に滞在する。

口研修終了後，上記の②に戻ることなく，直接①に移動する。

口研修終了後，一旦，上記②に戻った後そこから①に移動する。

□c,その他（具体的に：

上配②から①ま
での移動の態様

）

新住居
(最寄駅j 線 ，

口 自宅・借家 口宿舎 □その他（

駅）

Ｉ
Ｉ

新住居
の態様
新住居
の態様

』

ロなし （以下記入不要）
同伴する
扶養親族

口 あり （以下記入すること）

続柄 傭 考職業 所得氏 名 生年月日

』

｜
’

I
E令和5庫T恥認証年1-2扉ぞ耐胃蔑霞を記江そください

※その他，赴任するに当たって特記すべき事情がありましたら，具体的に配入してください。

①
所 属
予定庁

②現住所
、

害見曾ら

司法研修所での
入寮の有無

,｡

(最寄駅． ， 線 駅） 璽塞

口入寮 口通所

氏名

ﾄー ‘

1

転居の予定
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(資料(1))
|記載例】

赴任旅費等事前調査票

令和5年1月1旦旦錐座

属
定庁①噂 ◇◇地方裁判所 氏名

h

○○県○○市○○町 ６

所

５
一
通

４
○
’
○
□

３２
一

１②現住所
線(最寄駅

司法研修所での
入寮の有無

なく,現実に居住している
住所を記入する。 、

L ■rL

■入寮

□なし （以下記入不要） (以下記入すること）
、

■ あり転居の予定
’

ザ
蕊露蕊騨瀕尊蕊 以下， 弓, ｢!"･ ,F4 291ijg蕨の"&記入ください。

□a新任判事補研修中は上記②から通所し‘ ・研修終了後，②から①に移動する。

■b.上記②から司法研修所の寮に入寮し，新任判事補研修期間中， 同寮に滞在する。

醸研修終了後上記の②に戻ることなく，直接①に移動する。

ロ研修終了後,一旦，上記②に戻った後そこから①に移動する。

□c‘その他（具体的に：

上紀②から①ま
での移動の態様

）

グ

◇◇鼎◇◇市789－－123

…‐_言------.__…_.________…____金金一 ____…．_______________________‐（最寄駅： 線 ◇◇ 駅）

獺｜ 口自亨惜雪 。續書 ･その他（
新住居
の態様

新住居

』

(以下記入不要）ロなし
同伴する

扶養親族
■ あり （以下記入すること）

所得氏名 考続柄 備職業生年月日

震
妻
一
子

●

●

。■

６

●

●

●
｜
●

●
一
●

Ｈ
Ｈ

Ｉ
－
Ｉ

子
一
郎

花
二

無職
一

就学前

0

1 1

更苓乖年,月から令和5年】2月までの所得見込額を配入してください。

※その他，赴任するに当たって特配すべき事情がありましたら，具体的に配入してください。

認ほ，研修終了後宿舎入居までの間はホテルに宿泊しますが，妻と子は，現住居
退去後宿舎入居までの間は妻の実家に宿泊する予定です。

「

| 、月's日全員提出



【記載例】(資料(2)）

(別紙第4）
【別紙様式第1】

(住居等の移転がない職員）

|今粂5年 ， 月 23日
I

赴任結果連絡票

１
１

》
所

椰
刻

尤
錨
・
》

列
壁
一

戦
○
一

配戦不要です

異動前の旧任庁
Ｆ
１

「 ’

、

赴任の経過等2－

月 23 日

□ロ ①:辮認壜蝿需譜蕊鰯&竪議擁溌繍はバｽｶｰ
（＝①の堪合には以下の欄の健入は不要です｡），

図②①以外の場合
■■■

現住所を出発してから､最高裁判所 司法②の塙合には以下の樺も記入
研修所を経て新任庁に蔑任するまての実

際に旅行した経路を具体的に記戯してくだ

さい。

研修中入寮しなかった場合は.滞在地から

司法研修所まての経路も具体的に記載し

てください．

入寮中に外泊した場合は.外泊日時,外泊

事由及び宿泊場所を記載してください。

〃ﾉ6況侭所→○○螺○○聖→△△甑→糸島哉刻所→○○・録○○戦→（

○バス○○得密所→可感謝催所
1/〃～//19司湛野情所て・の罰僚ｨこ参jﾛ(入察）
///9可縫翫伶所→○○バス○○得営所→○○錦○○狸→××腿→蜜
錦○○躯→塊侭所 ＃ ．

//23乳侭所→○○録○○駆→××虫→△△録△△駁→□口駆→新任

○

方

路において, 『病弗 ‘． 語蔦扇苔T言ぼ,亘雫あ頂E両爾L,だ冨蘭※経
入してください

利用区間 （ ～記賊例～

｢新幹線･はやぶさ｣， 「新幹線･とき」

｢新幹線･のぞみ｣． 「新幹線･ひか

り｣｢新幹線｡つばめ1， 「特急･おお

そら｣． 「特急･踊り子｣など

○○錦○○戦～ロロ聖 ）

○○鐸□口吹～△△聖利用区間 （ ）

を利用した区間があ鼎る堀合に13※経路において，

列車種別（ ）利用区間 （

座席指定の利用

グリーン車の利用

口無有
一
有

ロ
ー
ロ 口無

ヘーも･･ -…－－

グリーン車については,妃戟不要です |’
口無口有 （利



【記載例】(資料(2)）

(別紙第5）

【別紙様式第2】

(住居等の移転がある職員）

l作成年月日l令幸5 年 I

J 1

月 23 日

一-－． －J

赴任結果連絡票

・
３
一
・
Ｊ

Ｂ
，
’
１
℃

．
｛
所

太
識
刻
恥ｊ

一
戦
○

－b一

|氏 名I

新任庁

官職I 刻亭輔
辞令書に記載されている号

を記入してください・
刻享浦 |号”級： ／0

表
分
給
区
曝
一 ’

1，現住所
一一

新在勤地に到若後、

後日入居した渦合
その日のうちに入居した場合

一｢5｣項も配入してください．

丁宿蒙’ □ □
|住居の区 分

自宅
マンション､アパート等の名称、

棟番号などできるだけ詳しく書い

てください合

回国設宿舎 口

〒123－4567

所'○○県○○市○○二丁釘344号2丁目宕舎301号壷住

癩
所駅’ ○○ 線 ○○ ． 駅 線最寄

旧住所

'住居の区

2．

分1口自宅 口国設宿舎 ” 回借家 I 最寄駅までバスを利用する場合に

は最寄りのバス停等を書いてくださ
い．

〒89ノー0ﾉ23

所|△△県△△す△△二丁画4審5号 三丁目宿舎『0ﾉ子壷住

※以下バス停欄は同様

|退居 日令斗｡5 年 i 月〃日

△

↓
，
蝿
所;最寄駅’

異動前の旧任庁

I庁 名’

3

赴任の経過等につ

(着任 日’

4．

7 日

口①譽撫悪巽簡擢綴鯛狸謹朧眉灘詳はバｽｶｰ

I交通黄：’ 雪①の潟合には本項の以下の楓の罷入は不要です｡(｢5｣項以下の腿入へ進んで<鱈さい｡）}有

図②①以外の場合

1／5



も

【記載例】(資料(2)）

＃ ②の場合には以下の欄も記入
|日住所を出発してから.殿高裁
判所,司法研修所を経て新任庁

に璃任するまでの実際に旅行し

た経路を具体的に記載してくださ

い、

研修中入寮しなかった場合は．
滞在地から司法研修所までの経

路も具体的に記敵してください．

入寮中に外泊した堪合は,外泊

日時,外泊事由及び宿泊場所を

記軟してください。

〃ﾉ6 10種所一>○○錦○○駁>△△駆一→韻島我刈対→○○鋒○○甑→○○バス○○得密
所→司紘研惨埼

軽 路' |/偽鰯;卿雛菊繍譲I魏錦OO"-'××蕊→｡｡ホテル
//20○○ホテル→○○鋒○○戦→××駅→新値居

〃23粉鼠居→○○鐸○○艇→××虫→斬任万

※雇薗匠沿面五】cカー鱈たば定掘募鄭を利用唾区間がある用合には､以下の橋に利用した区間を
てください。

侭一一一

｜定期券等利用の区間|利用区間 （

I

密

9ーP一~‐一一.一一 コ■一 ~･

l1Cカード利用の区間

爾
価
鮎
口
弔

逓
割
Ｌ
僧

一
お
く

一
鉢
唾

縫
嘩
※

特愈・新幹線等利用

航空機利用

』

１
１
」

その他利用

現住所に『後日入居した増合｣について
戸一

口①新在勤地の親族宅等(実費が生じない場所)に宿泊後､入居した。
i新在勤地

|到着後､入居,までの態様 図②新在勤地の民間宿泊施設(ホテル､旅館等)に宿泊後､入居した。

F－
l

l②の増合には次の欄も配入I

5，

－－→

’
自宅･借家『

I
ロ引越荷物が未着のため､入居できなかった。

□その他（

’ i宿泊を要した事情|国設宿舎 前入居者が未退去であったため、 入居できなかった。口
田
口
ロ1

原状回復等の工事中であったため､入居できな

引越荷物が未着のため､入居できなかった｡､

その他（

かつた。

l

6‘赴任に伴い転居する家族･親族の人数(職貝本人を含む)について

扶養親族に限らず､赴任に伴い転居する

家族･親族の人数職員本人を含む)を

回答してください‘

l赴任に伴L,’
転居する家族.

3 人

'篭驫R*tWI

散審配載してください※扶養輯族ではない家族･親族も含めた転居人 ｡

【

2／5



【記戴例】(資料(2)）

7．赴任に伴い転居する家族･親族における国家公務員の有無について

Ｉ
Ｉ
１
ｉ
１
１
１

図無 扶養親族に限らず､赴任に伴い転居する
家族･親族についての国家公務員の有

無を回答してくださいし有r－ ロ裁判所職員である。■’

L－ H

官 職（氏 名

今
Ｔ
ロ
］

発
年月

所属庁(異動した場合には異動後の所属

庁)に係る発令年月日を記入してください，
（所属庁

赴任に伴い転居

する寂族･親族に
|おける国家公務員
の 宥 乗

I
U

J

(嘗給零 級 ・号

口裁判所職員以外の国家公務員である。

）官 職（氏 名

発

年月

《
や
向
口

）（所属庁

、
Ｉ 噌給零 級，号 ： ）

赴任に伴い転居する扶養親族である家族｡親族がいる場合8

I

I

l

’

詩急・新幹■
i等 利 用 座席指定の利用

グリーン車の利用

I航空機利用|利用区間（

有
《
有

口
一
口

無
一
無

■
三
口

空港 ）空港 ～

Ｉ
ｑ
ｑ
・
Ｉ
弓
９
Ⅱ

Iその他利用I

ノ

3／5



t

【記載例】(資料(2)）

日

｜‘毒累謝一兆一濯雛#2歳以上； 人|蒋謹｜ 人
。 ’

|住居の区分1口自宅 口国設宿舎 口借家 ､

1
1

1
｜

｜

’

異なる住所に，

転居する理由I

’一一一一一一一一

扶養親族の
新住所 ’

I最寄駅！
ご

|鴬養親族の｛路‘

駅I最寄バス停｜
:

停留‘

所 ！

t

線線 ○○△△

耀綴髭羅螺職鰯溌鰡醗覇鰯認識蠅瀦には､以下あ

列車種別 ( ) i利用区間 （

｜ ｜§急雰噌… 座席指定の利用 、口有

グリーン車の利用 ロ有

I銃空桧利用i利用区間 （ 空港

Iその他利用1

－｡

C

I

12寵以上 人，

|躍蕊謝劉::一一一==＝
綴蕊｜ 人

）

’ 無
一
無
□
｜
口

空港 ）～

られた日において妊娠している

無について回答してください.，l
ウ

1 1 －一・ ・ ‐-今一

|転居(予定)日；I

｜
一計

年 月 日
b

4

'@騨溺

|扶養親族:’1経

蕊総罷凝襲耀溌鵲{蝋野鳥聯認舗凹繍亨には｡以下の
ｊ
Ｂ
Ｆ
Ｉ
Ⅱ
Ｂ
Ｉ
ｉ
Ｄ
ｌ
Ⅱ
１
１
１
８
■
１
．
Ⅱ
？

列車種別 （ ） 利用区間 （

|§急･『獺”
座席指定の利用 口有

グリーン車の利用 ロ有

|航空機利用|利用区間 （ 空港 ～

［ ．－－－．､－－－．－－－－

1その他利用I
E D

）

無
一
無

口
一
口

1

1

1

空港 ）
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【記載例】(資料(2)）

， I

|羅蕊12蝿以上’ 人|鶏謹｜ 人'‘…’ 入_1 ， ，
1

1住居の区分｜口自宅 口国設宿舎 口借家 I

＝＝一~-- -凸一 一一 一 一七一 一一一 一

丁

｜
’
1

１
１
■
Ｉ
ｌ
Ｄ
Ⅱ
↑
１
１
１
１

Ｄ
９
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
ｌ
９
■
’
１
１
１
１
０
０
６
４
４
■
０
Ｊ
Ⅱ
Ｉ
４
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
０
。
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０

|憎養樫族:i

停留｜
面」

駅|最寄バス停I 線|最寄駅I 線

|扶養親噌｜I経

灘綴蹴羅襲溜溌瀦…諏謡蠅鮒には､以下の
1下の 1

－毛

） I列車種別 （

膳急郁幹隠 座席指定の利用

グリーン車の利用

1航空機利用l利用区間 （

） 利用区間 （

I 無
》
無
一

口
一
口
一

一
一

=~ ‐ー~ l

空港 ） ：

口有
一＝■－ー~ー戸

口有

空港 ～
I
U

I
'その他利用’

I

'鱈層する蝉以半 職| ﾒ"素諏, ▲
1－－一'扶養親族灘:|目烹 …

l住居の区分1口自宅 口国設宿舎 口借家

! E

０
１
１

､

.一一~ =~ ~ ･ 亭一一一二

|僧電族:|γ
i最寄駅！ 線
'一一 一 、

|転居(予定ﾉ日！ 年

I同時に転居
iしない理由：

癌
所駅i最寄バス停’ 線

月 ， 日I

1

1
謄養親族の路

|蕊繍f

l ,洲
’ 1

1 '…
'－1その他

経路にお

勉．新

I

いて､普通列車(地下鉄)及びバス以外の交壷纏呵等を利用した区間がある塙合には、
柵も配入してください.(高速パスを利用した場合にはrその他利用』欄に配入してください｡） 壁3

幹線列車種別 ( ､ ) i利用区間
利 用~~-~~座席猪定の利用 □

グリーン車の利用 □グリーン車の利用

く

有
有
一

〕

口無

口無

用I利用区間 （ ． 空港 ～ 空港 ）利

利用1
『’
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はじめに

旅行者が着任までの段階で行うべきこと

移転料の支給を受けるために必要な書類

対象外経費とは

対象外経費の確認について

宅配便．自家用車等で引越しする場合の留意点

引越業者の検索方法について

(参考)赴任旅費事務担当者による提出書類の確認事項

ｚ
ｓ
ｅ
フ
ｓ
胴
Ⅷ
腿

． 回圃回回回

回国四回国③

画画固団固．

四回田団画e

回回回回国⑤

日日■日日＠

日田回■回．

画■■■白．

「移転料ハンドブック｣は､移転料の支給に関する基本的な考え方等を整理したものです。
支給される移転料は､赴任に伴う住居所の移転に要する最低限の実費であり､個別具体
的な事案によっては､本ハンドブックの記載のとおりに支給されないこともありますので､本
ハンドブックに加え、『移転料の支給に関するQ&A｣の内容をよく確認するとともに､その
他不明な点が生じた場合には､赴任旅費事務担当者に問い合わせてください。

一一

‐

1



はじめに
一一■ -■ －－

｜

’ ☆S社以上から内訳の分かる見積書を取得

引越業者と契約する場合には､3社以上から内訳の分かる見積書を取得し､見積書を取得した
業者の中から契約する必要があります｡3社以上の見積金額のうち､最安価(対象外経費を除く）
な業者の見積額が支給されることになります。

※3社以上から見積書を取得できるよう幅広く見積依頼をする等の努力が必要となります。

3社未満からしか見積書が取得できなかった場合､改めて見積書の取得をお願いすることが

あります。

１
１
１ ☆旧住所から新住所への引越費用が支給対象

移転料は､旧住所から新住所への引越費用が支給対象となります｡そのため、 |日住所以外の場
所(実家やトランクルーム等)から荷物を送る場合の経費､新住所以外の場所へ荷物を送る場合
の経費は原則として支給対象外となります｡また、旧任庁から新任庁(新住所)へ荷物を送る場合
の経費も支給対象外となります。

｜

’ ☆扶養親族ではない者を含む引越費用の取扱い

扶養親族ではない者の引越代金は､移転料の支給対象外です。

そのため､赴任に伴う引越しに際しては､引越業者の見積書等により職員本人分(扶養親族分
を含む)の引越代金と､扶養親族ではない者の分の引越代金とを区別します(具体的な区別の方
法については、「移転料の支給に関するQ&A(Ver.32)｣区分6のNo｡2を参照してください｡）。

なお、区別が困難な場合は､全体の実費に一定の割合(※)を乗じた額が支給されます。

※扶養親族､扶養親族ではない者の人数に応じて異なります。 2



旅行者が着任までの段階で行うべきこと①
－－ －

■

１

１

１

１

１

１

‐

１

１

’

１

１

‐

Ｉ

！

一

■

I
パターンA引越業者へ依頼する場合

を取得し､対象外経費(=p7)を除いた金額を比較します以上の内訳の分かる。 a社

(一つの業者に複数の引越プランが存在する場合には､最安価プランの見積書を入手してく
ださい。）。

3社以上から見積書を取得できるよう幅広く見積依頼をする等の努力が必要となります。
引越業者には同じ条件(荷物内容､引越日等)で見積依頼をしてください｡ただし､繁忙期等
で同一の引越日による見積書が取得できない場合は､近接した引越日の見積書となること
もやむを得ませんが､その場合にはシーズン料金等により金額に変動があるかどうか、引
越業者に確認する必要があります。

①
内
示
が
出
た
ら

●
●

|
１
１パターン|8宅配便を利用する場合

l可子診 ■ F守
ら、串上

引越業者へ依頼するよりも安価であることが判断できる資料を用意してください(荷物
が少量で明らかに安価である場合を除く｡）（＝plO｢宅配便･自家用車等で引越しす
る場合の留意点｣)。

『可

‘､;‘一兆’三家'龍|単し.ンタカー等をiFI| '¥|する場合▽ ■ 夕

・ レンタカー代金について､借入期間･車種･オプションが最低限であると判断できる資
料を用意してください(=plO｢宅酉張･自家用車等で引越しする場合の留意点｣)。

3



【

旅行者が着任までの段階で行うべきこと②
■

’す悪ﾆｰﾝパ引越業者へ依頼する場合
。実際に業者へ依頼して､移転を行います。

※①の際に見積りを取得した業者のうち､最安価(＝対象外経費を除いた金額)の業者へ
依頼した場合には、その見積額が支給対象となりますが､それ以外の業者へ依頼した

引越業者へ依頼する場合

場合は｢最安価の業者の見積額｣が支給額となります。

･移転が終了した際に発行される領収書を確実に受領してください。
・その他､移転に際して発生した資材類の領収書があれば､それも保存してください。

②
ｄ
ｌ
ｌ

発
令
・
赴
任

。

可

パターンB宅配便を利用する場合 ｜
’

・伝票やレシートなど宅配便を利用した金額､依頼者､送付先､送付元､依頼日及び発送個
数等が分かるものを保存してください。

’
「 』-‐ ‐辰 ,1 邑1家弔里1，ン'ゾカー等誠illl雷電戸量,場合一三 ＝

。実際に利用した高速道路料金､ガソリン代の領収書を保存してください。

・レンタカー代金の利用内訳(借入期間?車種･オプションなど)の分かる領収書を保存してく
ださい。

・自家用車を利用する場合､ガソリン代については､移転のために使った分であることが明
確になるよう留意してください(移転のために使った分を明確にする方法として､移転の直
前及び直後に満杯まで給油を行う方法があります｡)。

4



旅行者が着任までの段階で行うべきこと③
一

－－一 可

｜パターンA引越業者へi依頼する場合

。①.②で取得した内訳の分かる見積書P領収書を用意してください。

・資料に基づき移転料精算金額確認書を作成し、見積書｡領収書とともに赴

予 急≦

《ターンA引越業者へ依頼する場合

③着

任
後

。①.②で用意した資料･領収書を用意してください。

･資料に基づき移転料精算金額確認書を作成し､資料･領収書とともに赴任
旅費事務担当者に提出してください。

1 －

L

家|訪車｡ ' ' ,,ノヌカー等萄i'用す,童Ll場合国』 、 当一 可 ノ「 ＝ー
マ

ー

。①.②で用意した資料･領収書を用意してください。

･資料に基づき移転料精算金額確認書を作成し､資料(日時､走行経路､走

行距離､積み込んだ荷物の内容等を記載した理由書を含む｡）･領収書とと
もに赴任旅費事務担当者に提出してください。

5



移転料の支給を受けるために 一
1．当該移転に要する最低限の実費であることを証明する資料

「バラ一五］引越業者へ依頼する場合

①3社以上から見積書を取得し､引越業者へ依頼した場合

軍最安価なものから3社分の見積書（内訳で対象外経費を区別できるもの）

②業者を広く3社を超えて検索したが、 3社未満からしか見積書を取得できなかった場合

毒取得できた見積書メタサーチサイトの検索結果画面（検索結果等をプリントアウトしたもの） 、個別業者とのやり取りがわか

るメール、理由薑など

※理由書については、最低限の実費であることを裏付けるために行った弓|越業者への照会等（日時・業者名・担当者名・連絡先？

回答内容等）を明記する。

パトーー'星 ，宅配便を利用する場合

守引越業者へ依頼するよりも安価であることが判断できる資料（荷物が少量で明らかに安価である場合を除く）

自家用車・レンタカー等を利用する場合 →
望

｡ 零高速道路料金・ガソリン代が社会通念上相当であると分かる資料

レンタカー代金について、借入期間・車種・オプションが最低限であると分かる資料

2．移転に要した経費についての領収書

業者からの領収書、レンタカー代等の領収書等

（注）領収書がない費用については原則として支給することができません。やむを得ない事情により領収書を提出できない場合で

あっても、定額を支給するということではなく、旅行者から理由書等の提出を受けた上で合理的な実費の支給を検討すること

になります。

3．移転料精算金額確認書

1 ･2の資料に基づき内訳の内容をチエツクし、最安価な業者へ依頼した場合の額を上限として支給するために､旅行者自身が作成を

行う。移転料精算金額確認書は、年度により書式が異なる場合があるので、最新のものを旅費事務担当者から受領する。 6



対象外縫費撞憾
－＝雫宣＝巴垂毎壺冒子戸蕃竺＝一一 一 ． ‐…一一コ

一一一

かかる追加費用(いわゆるおまかせパック等を利用したことによる追加費用であり、荷造､荷解に

01鬘力雛鵜蜜雪濯冥臺駕署塞ができないと認められた場合には､例外的に支給
｜

ト

対象とされる6．
一・一一

－－－一一一与一己亨一一■
一宅 ■ーケ■『一

○1溌簔鰹嘉臺季毫灘暹濯誉木のように､個人的錘味で大型のものや睡的な嗜垂
一一一一一｡-－ ‐■‐一

一■一ー

i自家用車､オートバイ等を運搬等する際の追加費用
※離島やへき地といった地域への異動にあたり、自家用車等を運搬しなければ公務上支障が
生じると認められた場合には､例外的に支給対象とされる｡なお､生活上の支障を理由に支給が’
認められることはない。

一○

一 一一 一・＠ 一 一 一ー=一一

|工事､設置等に係る追加費用 ’

陳
に
佶
塚
佶
宿

○ 1岩屋

ヨ”】1、

一
℃
一
‐
０

○ ソ】配

のl東引犬回 一一 二二 言
’

－

家電Iノサイクル費用
一一

’
○ |不用品､不要品､粗大ごみ回収費用

一一｡一口｡一 夕

|荷物を一時保管する場合の追加費用

!※国設宿舎を退去しなければならない日又は着任日から国設宿舎への入居が可能となる日ま
Iでの最低限の期間に生じた一時保管に要する費用と認められた場合には､例外的に支給対象
iとされる。

○

’
一一一 勺●‐チ ヨ L ~串一一

ーー甲一一一一一ー－一一一一一
一一一一一－一

○ |敷金､礼金､仲介手数料等(民間賃貸住宅等へ入居する際の初期費用）

○民間賃貸物件の下見にかかる費用
一一一一一一一一

I ‘

○ ｜友人等の手伝い者への謝礼及び食事代 ’
一 一・..~.~.~ー－－－－~弓

’｡

－=一一一一 F一七一一一－■ ■ ー‐・ゴーーー マロ

○ ｜官公庁への諸手続に要する費用
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対象外経費の確認について①
I

【公益社団法人全日本トラック協会作成｢標準見積書様式｣】
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対象外経費の確認について②
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宅配便･自家烏車等で引越しする翰合の留意点
｜

I 宅配便で引越しを行う場合の考え方

・少数の段ボールを宅配便で送るなど、明らかに弓|越業者へ委託するよりも安価になる場合には、引越業者との

比較は不要です。

．領収書は実費を支給する際に必要ですので、確実に保管の上、提出してください。

・一方で、荷物量が多く、送料が高額になる場合には、引越業者の相塲と比較してより安価であることを示すこ

とが必要です。 ！

’| 自家用車等で引越しを行う場合の考え方
・自家用車等による弓|越しは、ガソリン代、高速道路利用料等が実費で支給されます。

・明らかに弓|越業者へ委託するよりも安価になる場合には、引越業者との比較は不要です。 ’
．ただし､社会通念上不適当な請求に対しては.一部又は全額が支給できない場合がありますのでご留意くださいj
（例1）レンタカーを借りる場合、引越しに適さない車種を高額で借りた場合

（例2）レンタカーを使って、私事旅行を行った場合（必要以上に長くレンタルした場合）

（例3）自家用車を利用する塲合、引越し以外の日常生活でガソリンを消費した状態で満杯まで給油し、全額の

請求を行った場合

（例4）明らかに経済的な経路ではない高速道路利用料が含まれている場合

（例5）通常引越しに必要としないレンタカーのオプションサービスを含んで請求があった場合

（例6）荷物の運搬に複数回の往復が必要な場合であって、引越業者の相場よりも高額となる場合

一かかった経費について、請求を行う際は領収書が必ず必要となりますので､旅行者は確実に保管の上、提出し

てください。

10
Iﾂ



引越業者の検索方法について
－＝一一一＝一一壷＝一一一＝＝－－一一一

1

1
1

1．メタサーチサイトの利用

○引越しメタサーチサイトとは、希望日や荷物量等を一度入力するだけで多くの業者から概算

の見積りが取れる「引越業者紹介サイト」です。登録をすると、提携業者から概算の見積り

が提示され、その後直接業者とやり取りをして実地等の見積りを行います。

｢~－－－、
｜検索宅
1
－－－

一予診一一へ~
、

click ，
～一〆’引越しメタサーチサイト

桁
｜

｜
’2.共済組合等の割引サービスの利用

○共済組合の厚生事業等において、 弓|越業者の見積りサービスや組合員価格での引越しが行え
る場合があります｡詳細は共済組合ﾎｰﾑページ(令和4年4月から組合員等の個人端末か．
らも閲覧可）をご確認ください。 http:"kyouSaiFO1.courts,gojp/cIerksInode/568

' 3.引越安心ﾏｰｸ制度(引越事業者優良認定制度)の認定業者の利用
○公益社団法人全日本トラック協会HPにおいて、安全･安心な引越サービスを提供すると全

日本トラック協会が認めた引越事業者を、引越優良事業者として認定し、該当事業者には優

良事業者の証として「引越安心マークjが交付した業者のリストを紹介しています。

http://www・ita.or:ip/vuso/hikkoshi anshin/hikkoshi anshin markpref2019.html

｜
’

1

1
14.個人事業主等の利用

○個人事業主で構成される組合などに依頼した場合、対応可能な個人事業主を紹介してもらえ

るサービスもあります。 11



＜参考>難儀旅費事蕊鑓蕊者による爆騨書蕊繊繼議事蹟
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○移転料支給に必要な①見積書等｡②領収書．③移転料精算金額確認
書の3点の提出を確認します◎

○①～③の書類の記載内容について内容の整合性や対象外経費の有
無等を確認します-特に、支給対象経費や『最も安価な業者の最も安
価なプラン』によるものであるかについて十分に確認します。

○①:"②のいずれか又は両方の提出がない場合(提出された見積書が
s社分に満たない場合を含む｡)は~旅行者から理由書等の提出を受
けた上で､合理的な実費の支給を検討することになります。

1Z
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区分iNm| テーマ 質問 回答 備考

垂仕の隙lこ支霜劃
巴会に

6赴任脈貴の冒
塞■旱輯田舜奉岡

王励又は居所の弔

れる旅圃でお愚一

I画家公務員等の2

肋地までの費に関する法律にi
ける移転料の定額
（譲壼鑓〕 I

吋潤の額をいう。旧在勤地から新そ
司法Ril塞箪1の二)→

uZ牛ご月ZZ目以､'｣の異動寺における

孟料の取扱いはどのような内まであっ擁腎肇憧夛忽冬|一定〕

繍柵撫焔擬識擬懸擬灘

更笈が法定額を上回る場合に､実賀額まi旅費法第46条第2項で増畷して支給できる根拠は何か‐

実費が法定額を下回る場合に､蚕
泥燕麺I〒寺坐宅圭ス坦勉､1斗伺狛、

ヨロ以目I』の突動弓

iすることとされて
･臣との惚強l士不

玉、嗣初入匡と弱I｣超班磁l

ヨ以睦の毘勵雲に漏什馬
R疋額の3借を超え名
取り稲われるのか‐

室額胴示すも唱管

斤賎員以外の固冒

舌し

靴墨

居のため､内示後､異動発I赴旧

|道具等を旧住居から搬出 iし､1
投入する作業を行った場合‘ 1業を
の支給の対袋となるか‐ 蕊

ば､原則と

ることとなる
担当部署I；
月中旬柵H

子歴

|團家公務員等の旅費に関する法律の
用方針について(蔵計第922号)｣で定
る沖縄･本土間の異動に伴う加算はど＠
ように取り扱われるのか．

函十1－ 、
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○引超案?君と契籾す白濁合には､S社以』

見猫爵を取得した業者の中から契約するj

◎見積書を取得した業者のうち､契約した
陽等を受領し､3社以上の見積書､移転料
睡覇ト僻ぜて程出す為拠雲がおる‐

の寺諾弄弓

ヨ脚1回、ヱ私翫琶日正明画と司

直金額確翌霧及びその他《

、舅 のつち‐ ．‐ （対 、審雌

た璃合は、そα

星価な毒者の頃

、

見禎りを依頼する引睦栗老
監の洲皿

､見積顕を比較する

億件は可能な限り統
よることができない典
b《_その場合にはシ‘

》､屍頼りの1

m等で同一、
ることもやむ
馬か涯弓力､.‐

可し朱仔(見槙内空
岸佑範寸鳥仏事がズ 画~I生、皿睡

,ズン料金豐
鳥一

実賀が活定§

社以上の見＄
の洲､－

_の兇祇誓を取得すぐ

§毎を取得した)引越
さらに房諸富客取得‘

b見桐書を剛

刀見稲窃の4

｜用 ｜胃 鴇 2省か1F成すも見棚聾l届
営署に厚諸舞の作成参ロ

7国員盆壱
力宝』一床〃ﾛヵｰ型UDJふし

の租庶弄記由

国土交通省において､滴貧者保硬対策として標準引趨運送約款を定めておl

ほとんどの運送業者がこれを適用している○同約款では運賃等の合計額及［
の内訳を記駐した見租雛作成することが明記されているため､引越業者に
い約款の内容を確認の上､内訳の分かる見菰喜の作成を依頼してもらいた
い。

やむを得ず内訳を記戦した見積瘤を取得できなかった場合にはき電話等によ
り､見稲書と同等の内訳を聴取した上で､その内容(日時､業者名､担当者名
連絡先､回答内容等)を理由書に配蔵して提出する必要がある。
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テーマ 質問’
一

｜

区分|Nu

一一 -

備考 1回答

’
一一

I

共済組合で契約している福利厚生サーピ|必要事項の記賊があれば見祇害として取り扱う。引越業者を利用す

〆やKKRの引越業者によ柵りでもよ'簔熱職赫辮者を利用する場洲､原則として･社以上の見 ’る場合
いか。
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見積書力惚定されるが､引越業者が実地の

引越業者を利扇す'識瀧職る場合
12 場合には､必要な内駅が記戯されていれば見咽1F
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'ヨジワー匡人零U｣1四柏刀'必し1

る概算額の提示)、指定日時‘
Rされていないもの､最も安価】
土；自加で弓l絨垂署に確漣I _‐

言に

|：
必要が

'ス等に
の弓I誠

刀見梗書を瞳
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鼠則としてa社以上の見稲轡を提出する必要があり､3社以上の見積鶴を取得
するためには､3社に留まらず可能な限り幅広く見執りを依頼する必要がある。
業者数が少ない地域に居住している場合など､3社以上の見職書の取得が困
唯な場合には､取得できた見積笹､メタサーチサイトによる検索結果画面(検諒
陪果等をプリントアウトしたもの等)､個別業者とのやり取りがわかるメール､理
由密等経費節減のために相当な努力をしたことが分かる黄料を提出する必要
b《ある。
哩由書には､メタサーチｻｲﾄの検索結果画面等に表示された引越業者に対す
る照会等の内容(日時､業者名､担当者名.連絡先､見稲韻等の詳しい回答仇

2 15 刀見頓吾を取得

巷た貝稲桝客稀

jJ7

溶等>を記載した上で､見積内容が最も安価なプランであればその旨を､そうで

'蝋笙蕊雲溌擢鱸1越緒に職することで､最低限の実費
■
■
■
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’ 161鱸者を |必ずしもﾒﾀサーチサイト等の一括見穣りを利用する必要はなく､個別に3社以
|上から適切に見稠客を取得すれば足りる。
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I
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4-にU』兄極り|融、で才L

又得する必要があるα
全村の塁なる堂堂所【

利用す

$暑熱鱗溌雲え’
UJ突辱旬醤

塑尚11謡l一旬

一 －

露顕)かb胆引きが荷われた劫
捕引鋸はどのように取り祝わオ

利用す 支給対象額を算出すること

－ゞ・~ー‐ － －－＝アー －

利隠す|鱸雛鑑識裳職薙溌ミ 支給対象経費と支給対象外経費の割合で消費税を按分し､支給対象額を算出することになる。 １
１

一
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備考

～

領収醤は(実際に支払った)支払代金が記城されたものを提出する必妥がある
国土交通省において､消費者保護対策として標準引越約歓を定めており、ほと

槌んどの運送業者がこれを適用している｡同約款では見積りを行った後に作業内
・容に変更が生じた場合は､当該変更に応じて請求書(見積書が請求書と兼ねホ

菫蕊艤識篝灘韓議瀧
囲できる資料(具体的に事惰を記戦した理由爵等)を提出する必要がある。
なお､見積書の内容に変更が生じた場合について､必ず他社の見積書を取りE
：オール圭預表妨星半.の下ほかI.､‐

Ｊ
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－
ｉ
「
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
－
Ｉ

収吾の臨本を髭上
馴合には‐子のや。

て、見槙吾中の記載‘

b《明らかにされてい易
ナナ内雰(巳稻輯中〔ヨ乏廊さJ同迄皿劃

良となる項目と金副

￥は目ら打つ堀雀
、星狼加容田け1

の閥万を極粗する項色

h,る張加替用lま原目I|と台
堕外怒穂

垣I江白ら

面する爆争

単由智

J1姪ロ崎の砲疋靭画を広げも寺の」

目するなど､経費節減に努めてもらL
,やむを得ない事憎がある場合に限

爺に日時指定料金が追加される培合
程出す鳥肌毒がお局一

罰ロ』Z

ー

ひ句｡

:ツク等、
運搬す4
額が週
含客畭＜

ｉ
１
１

、目琢用享寺を鱈
馴外的に対象鐸暑

さ堀といった皿砥へ【

坤が生じると認めら和

戦した理由書を提出
『蹄審理南'三寺鉛紙璽

来壱さ甲』用9 51壁華壱1．
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．原則として､対象外経費となる。
ただし､国設宿舎を退去しなければならない日又は蔚任日から国設宿舎への入

引越業者を利用すI荷物を-時保管する場合の追加費用は､居が可能となる日までの最低限の期間に生じた-時保管に要する愛用と窪めら
る場合

(対象外経費関係) !どのように扱われるのか。 れた場合には､例外的に支給対象となるため､その事楕を記載した理由爵とと’
もに､必要最低限の期間の保管であることが客観的に確謹できる資料を提出し’
てもらいたいc
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’配便栗者の

先(元)､例
題密を提出・
数の段ボー‘
なる墹合にI；
方で､荷物f
安価でお鳥臣

雪む。垂弼

§もの‐）忍

名配便を＊l月

運な提出雲罰 呂疸。、牽日西9つ季ツ画璽1Ⅲ

i書の提出は不要である。
:l誠業者の相坦上比皷l』

ロ

リ途利用することが社会通念上やむを得ないと翌
最も安価な方法による実賢が支給されることか
局合には､その事情及び必要性審記麺した理由3

郡労と宅配但
愚合'二lま〆《

’

繍灘籍職識灘識篝驚霧,､が､移転料の支給に当なお､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で集荷依頼した場合など､送り状が存在

副敏に囲限はないが､社会通念．

6嚇転料支給額の上限であり.牙
院に対して支給される旅畳である
こ張付するこシが叺専でお鳥一

琶自d便を利用し何厘

5場合､いつまで､。
ついて謹壁型が寺

！

用すも宅配便で伺初

（任窟)を支払
9閏係】取り稲われ馬I

裳、埋垂隊1
t狸、上禺

皿墨エ室=仁睡aJb牙L包程医【

原則として支給対象となるが､貞
圃常の姉囲審類える仔雷の俣瞬

1寸睡ダ色俸唖屑
h且'一“ずス』里隠

1仕學上必妄な薔顕･文具男
狸便を利用する新任庁に郵送した場合に12
;合

賊外経釧係儲篭鱗察庁‘ I

’
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自家用車、レンタカーを利用して引趣しを竹つ堀台l：

､ |代､高速道路利用料等が実費で支給されるため､ヌ
タカー代金の領収書は､借入期間､車種､オプショニ
かる内訳が記載されたもの)､理由書(※)及び移転

選しる必要がある｡
明らかに引越業者に委託するよりも安価になる場合
3社以上の見積書の提出は不要である｡ただし､社
しては､全額支給できない場合があるため､注意し．
※引越作業を行った際の日時､走行経路､走行蹴
笙左詮Iぞ”僻1 -だ*‘の

壷の領収悪(し

f限であること力
･額砿鯉客寡拐I

閉の,可宰

【例1)レンタカーを利用する際に､引延しに適さない車種を扇醗で借りた場合

:例2)ﾚﾝﾀｶｰを使って､私事旅行を行った場合(必要以上に長くレンタルし1

鯛自家用職利用する際に､引越し以外の日常生活でガｿﾘﾝを消貿した
k態で満杯まで給油し､ガソリン代の全額の請求を行った場合
【例4)明らかに経済的な経路でない高速道路利用料が含まれている場合
【例5)通常引越しに必要としない不用なレンタカーのオプションサービスを含人
皆請求を行った場合
(例6)荷物の運搬に複数回の往復が必要な場合であって､引越し業者の相塘
kり*，富蝿となる場合

融寺UJ伺科八旦函&

、怒蕗の狸鞭乖ホ
〃稠科哩函【

1黒のが‐

二加え、利用日、走打区間が配飯されていも阻
目窟晒が記盟太れた)ETC調|照明釦審審程出・3

bo韻収個

B#,厚りる‘

のた ’二t

祠9句嗣画、

三洋憲寸馬借 灘あ直前の給油：
金の計算根拠(移働
ろ必専がある(燃昏

ジグJ』－琶不』、ツや翅pqTエ塵L塞

要確鎧l土〃の上弓に取り柵われ鳥6
利用する堀言の。
、士納の;皀加署f

1回個

羽して#別尾
艮道路旧伯
bてはi職償
i錯左

目雰用寧のみで引起しを行つ場合で､移転準

|ま､旅費法上の船賃として支給されるわけで
|ﾅる最低限の運賃が支給される。 ‐ ・

鞠鰯雲葺きなく､出頭旅費の対象とな‘

-1七を叉詣すゐ羽合l

利用したフェリーにま

惜督篝の旅碧霊の銘

.によ旬引超し

里転者の運負
謹IQか竺鰯茜

建築壱を利用したエで

タカーを自分で運転しマ
､自家用車､レンタカー
のように取り扱われる‘

L，レ ィ可切UJ埋麺I

烏合に赴任した場省
塁審l士拝寸暑騨の淵



可 ーヰ ー

区分INal テーマ I 質問 回答 備考
I

工仕に件つ引起しに隠L

鴬者作成の見秋魯等に
勺に切り分けられる唱名
目会'三l士全佳の牽回I

氏餐職[族では

ﾉ､職員本人j
;は､その実質
一定の割合を1

の実費の1/2
壁いま〃､人鋤

,､有か富まれていも堀合には、

失養親族分含む)の引越代金ヌ
支給し､合理的な切り分けが臣
;た額を支給することになる(※

目当する額を支給し､その余の
2分した上､扶養親族分客聡畠

企仕に件つ引起しに際し､沃養親族て

kい者が含まれている場合には､ど＠
>に取り糧われ島のが‐ ．

悪園やハ刀ニレL

患親族及び扶餐親j
こ合わ廿て古鉛す』

堅栗者の兒槙醤等により引越代金を合理I
共力《表畳屋カー墨一 ．

(碩叡の見祇爵で対応）

①職員本人(扶養親族を含む)分､②扶養親族以外の者分､③共有分の荷物
区別して取得する。 ．
(1通の見積害で対応〉 ・

卿の明確な切り分けが記載された見穂窪等(例えば､伽を区別する
により､それぞれの荷物に付されるポイント数､荷物量又は金額が記載され、
れに基づいて職員本人分の実費が計重可能なもの)表取得す為一

哩呆省の見椴笹等により.騒負Z

鑑親族分含む)の引越代金が合
切り分け島れ鳥爆会歩l土浜の上.

訳＝幻･”｡｡

》れていることが3
相当する額(※)；

員本人の申述喜0

I

|こより､職員．
引越代金の台
I合においても
'移転料の支；
もるのか‐

事例1J

配偶者が国家公務員
除き､全体の実費の

事例2】 ．
配偶者が国家公務員
,陰去隣国本人4卜でI

守細1－乗固

る‐

舌(職艮本人、配偶者(扶劉
)‐子ども(瞳目本人の柱慰 亡い急堀芦

置体の実鼠
にる←

ソも唾頁午ノ

会佐の宝響Z

労負であり､職員本人と同時期に異動発令がさ
卜である全体の実費の1/2を支給することになる

単身赴任手当を受給L

が､赴任に伴い単身鬮
夫養親族等に関す新官署所在地の新住『
5事項 ともに扶養親族も居住

新住所へ移転した場省
U柵われ馬のか‐ ．

得ない事禰等により別居していたと翌められ

身赴任先の旧住所から新官署所在地の新伯
|､扶養親族については､居住する自宅から引
詞が支給対象となる。
5自宅等(箪三地)客経由して藩唾する堤合I

し、ノニ啄輿傘八牢身廼仕手雪君

先の|日住所からため.職員本人
､移転し､これとへの移転賢用力
ら自宅から当該署所在地の新仁
はどのように取盟昌本人が柱覇

域員本人と琢族が別地へ移呵

おいて､以下の事例1‘2の端
のように取り扱われるのか。

｢牽毎111

家族3名同居〔鞭員本人､配偶者(扶雲
乳族ではない)､子ども(扶蕃親族ではな

『が團忍公務員であり､職員本人と同

職員本人の移転費用のみが移転料，
島用は支給されないことになる同

,事例Z】

配偶者が国家公務員で宙
曽除き‘原則としても職員オ
ただし､職員本人の赴任｜
喧しなければならない特別
宗翻顧寡古給-F去為こ卜が1

Iこ異動発令がされている場合

)蛎転料として支給される｡
ﾖ族である子どもを別地仁移
,例外的に扶軽類推分の詮
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高翻な料金で理

Ⅱり弘 』】Z
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認等以外の家電の．

､る追加費用は､ど@
の尚､－

どの1担

Iエアコン
乱等の蕊

一一

｝
両
国
曽
里
印
■
″

画
移
移
保
合

剛扱|薑|龍

家具、忍電等を月

住所へ直接配送
の上弓に取り稲士 １

１
’一

王敗へのl竃

謄料lま．対笛

為干I【

W濠ヨ旬 判'二

一ーP ー

、旧任月
凱寺鉛、．

土町へ仰引超しの

る園子のﾅ岩め．旧仁幽云の単身赴任で使用していた家財

E現在の住所地(旧住所)でない実家
こ保管している墹合､当該保管塙所＃
且身遊任先(新住所)に家財道具を送
rる費用(引越代金､宅配便料金等）
ずのように取り扱われるのか‐

胆
呵
り
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,のがか睡仕に拝ﾌ圧町の移転であ

所住所以外の場所(第三地)へ家財道
支給対象外となる。
5場合であって､旅行命令権者が新住
)への荷物の送付が社会通念上やむ
合対象となる。
事前に担当部署に照会してもらいたし

蔚的に同一地と考えられる場合でおっ

管ス日毛(勅1

宝財宿且寡E

厘銅す｡予定はなく、保管スベ

ことから､実家に保管する場合
家財道具を送付する費用(引遡
記便料金等)は､どのように取‘
の力､‐

毛
鳥

咄

■

男

原則として、旧住所ヌ
ソ､移転料支給の対
荷物の量を明らかに
と仮定した場合にお
※以下の荷物は倉
,旧住所から搬出し、
,実家(露三紬)で保

h汪剛『への4

族る｡そのた
上(※)、こ0
毘稽翻弄3＊

各
０
０
，
，
’
６
．
‐
１
▽
・
卜
ｊ
ロ
。
６

１

一一一－



、

凸

● 己 巳

b 、

、 ノ

ノ

対象外経費
，
．
』
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○

伺造､伺解にかかる追加費用(いわゆるおまかせバｯｸ等を利用したことに
よる追加費用であ叺追加の作業員に係る補助車両費を含む｡）
※身体の故障等により自力での荷造･荷解ができないと認められた場合に
は､例外的に支給対象とされる｡

○ ピアノ､美術品･骨董品､ぺｯﾄ､庭石･植木のように､個人的趣味で大型のも
のや個人的な嗜好の強いものを運搬等する際の追加費用

○ ※離島やへき地といった地域への異動にあたり、自家用車等を運搬しなけ
れば公務上支障が生じると認められた場合には､例外的に支給対象とされ
る｡なお､生活上の支障を理由に支給が認められることはない。

○
工事､設置等に係る追加費用
※エアコン･暖房器具･ガス器具･洗濯機の取外し･取付けに直接必要な工
事費用及び取付けに必須の付帯工事費用については､支給対象とされる。

○ 家具､家電等の購入費及びレンタル料

○ 宿舎等修繕費(ハウスクリーニング等の原状回復費用を含む｡）
｡

｡ ､ 0

○
G q

家電リサイクル費用

○ 不用品､不要品､粗大ごみ回収費用
OG

○

荷物を一時保管する場合の追加費用
、

※国設宿舎を退去しなければならない日又は着任白から国設宿舎への入
居が可能となる日までの最低限の期間に生じた一時保管に要する費用と認
められた場合には､例外的に支給対象とされる。

○

■

敷金､礼金仲介手数料等(民間賃貸住宅等へ入居する際の初期費用）
■ ｡ ● 。

○ 民間賃貸物件の下見にかかる費用

○ 友人等の手伝い者への謝礼及び食事代

○

ﾛ

官公庁への諸手続に要する費用



国家公務員等の旅費に閨する法律における移転料の定額(法定額)(同法第23条参考）

1赴任の際､扶養親族を移転する場合には､旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた
定額表記載の金額

2赴任の際､扶養親族を移転しない場合には､1の2分の1の金額

3赴任の際､扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親
族を移転する場合には､2に規定する額に相当する金額

【定額表】

（円）

※【定額表】は国家公務員等の旅費に関する法律別表第1の二を参考に作成したもの
※路程の計算については､水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

I

区分

鉄道

50km未満

50km以上

◆ ●

、

100km未満

100km以上

300km未満

300km以上

500km未満
；

500km以上

1000km未満
◆ ●

1000km以上
q 昏

1500km未満

1500km以上

2000km未満

2000km以上

◆

1

指定職の職
務又は7級
以上の職務
にある者

判事

判事補
6号以上

七 一一－4 －

簡裁判事
11号以上

e b

P

126,000 144,000 178,000 220,000

／

292,000 306,000

＊ ｝

328,000 381,000

6級以下4

級以上の職
務にある者

判事補
ﾌ号以下
q■■■■､－－ﾛ■わ ｡－

簡裁判事
12号以下

107,000 123,000 152,000 187,000 248,000

8

（

261,000 279‘000 324,000

3級以下の
職務にある
者

93,000 107,000 132,000 163,000 216,000 227,000 243,000 282,000


